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発注者 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号

相模原市長

受注者 所在地

　 名　称

代　表

相模原市業務委託契約書（指示部分）
（単価契約用）

契 約 番 号

 １ 委託業務の名称 　　市道排水溝等清掃（収集運搬）業務委託（南区）

 ２ 委託業務の場所 　　相模原市南区一円地内

 ３ 契約単価

別紙のとおり

消費税及び地方消費税を含まない。

４ 発注上限額
消費税及び地方消費税を含む。
発注上限額は、第１条の２の規定による指示の限度額であり、確定金額ではない。

 ５ 契約期間

契　約　日 から

令和8年3月13日 まで

 ６ 支払の条件 指示部分完了払

 ７ 契約の保証

□ 　現　金

□ 　有価証券

□ 　銀行等の保証

□ 　公共工事履行保証証券

□ 　履行保証保険

□ 　免除　（第４条全文削除）

 ８ 契約不適合責任期間 第４１条の２のとおり

 ９ 支給材料 第１６条のとおり

 10 火災保険等 第５０条のとおり

　上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項に
よって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
　この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

本
書
は
袋
と
じ
と
し

、
当
事
者
割
印
の
こ
と

。

令和７年　月　　日

収　入
相 模 原 市

印　紙
代　表 本 村 賢 太 郎
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